
壬生町住宅耐震化促進事業補助金交付要綱 

 

平成３ １ 年３ 月２ ９ 日    

      告示第５ ５ 号      

                   改正 令和２ 年３ 月３ １ 日告示第４ ８ 号 

                      令和３ 年３ 月３ ０ 日告示第３ ４ 号 

                      令和３ 年３ 月３ １ 日告示第３ ８ 号 

                      令和４ 年５ 月１ ６ 日告示第５ ３ 号 

令和５ 年３ 月３ ０ 日告示第３ ９ 号 

令和７ 年３ 月１ ７ 日告示第２ ３ 号 

令和８ 年３ 月３ １ 日告示第２ ９ 号 

  

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の要綱は、 災害に強い安全なま ちづく り に資する ため、 住宅等の耐震化促進に

要する 経費の一部を 補助する も のと し 、 その交付に関し ては、 壬生町補助金等交付規則

（ 昭和５ ０ 年壬生町規則第５ 号。 以下「 規則」 と いう 。 ） に定める も ののほか、 こ の要

綱に定める と こ ろ によ る 。  

（ 定義）  

第２ 条 こ の要綱において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 当該各号に定める と こ ろ に

よ る 。  

 ( 1)  事業対象住宅 本要綱における 事業の対象と なる 住宅 

( 2)  耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を 図る ための基本的な方針（ 平成

１ ８ 年国土交通省告示第１ ８ ４ 号） 別添第１ の建築物の耐震診断の指針に基づいて行

う 耐震診断又は同ただし 書き の規定に基づき 、 国土交通大臣が指針の一部又は全部と

同等以上の効力を 有する と 認める 方法によ っ て行う 耐震診断を いう 。  

( 3)  総合評価 耐震診断の結果、 各階の必要保有耐力に対する 各階の梁間方向又は桁行

方向の耐力の割合を いう 。  

( 4)  要耐震補強住宅 事業対象住宅の総合評価が１ ． ０ 未満であ っ たも のを いう 。  

( 5)  補強計画 耐震診断の結果に基づき 、 一般社団法人栃木県建築士会又は一般社団法

人栃木県建築士事務所協会が策定する 補強計画で、 要耐震補強住宅の総合評価が１ ．

０ 以上になる も のを いう 。  

( 6)  耐震診断士 国土交通大臣登録木造耐震診断資格者講習又はこ れと 同等と 町長が認

める も のを 受講し 、 受講修了書の交付を 受けた建築士を いう 。  

( 7)  耐震改修 要耐震補強住宅を 構造耐力上主要な部分の地震に対する 安全性を 高める

ための補強等工事のう ち、 総合評価が１ ． ０ 未満であっ たも のを １ ． ０ 以上にする 工

事を いう 。  

( 8)  省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する 法律（ 平成２ ７ 年法律第

５ ３ 号） 第２ 条第１ 項第３ 号に規定する 建築物エネルギー消費性能基準を いう 。  



( 9)  耐震建替え 要耐震補強住宅を 除却し 、 建替え前の住宅と 同一敷地内（ 同一敷地内

である と 認めら れる 場合を 含む。 ） に新たに省エネ基準に適合する 一戸建て住宅を 建

築する 工事を いう 。  

( 10) 県産出材 「 栃木県産出材証明制度」 に基づき 、 栃木県内の森林から 産出し たこ と

が証明さ れた木材を いう 。  

（ 補助金の交付対象）  

第３ 条 補助金は、 予算の範囲内で交付する も のと し 、 当該補助の対象と なる 事業（ 以下

「 補助事業」 と いう 。 ） の内容と 補助金の額は、 別表１ に掲げる と おり と する 。  

（ 補助の要件）  

第４ 条 補助の要件は、 別表２ に掲げる も のと する 。  

２  事業対象住宅が、 過去に本要綱（ 廃止要綱を 含む。 ） によ り 、 別表３ の補助対象事業

と なっ ていないこ と 。  

（ 補助金の交付申請）  

第５ 条 補助金の交付を 受けよ う と する 者（ 以下「 申請者」 と いう 。 ） は、 規則第４ 条に

定める 補助金等交付申請書に住宅耐震化促進事業計画書（ 様式第１ 号） 及び別表４ に掲

げる 書類を 添えて町長に提出し なければなら ない。 ただし 、 規則第４ 条第１ 項第１ 号か

ら 第３ 号に規定する 書類の提出は不要と する 。  

（ 申請内容の変更等）  

第６ 条 申請者は、 規則第６ 条第１ 項第１ 号に規定する 事業の内容を 変更し よ う と する と

き は、 住宅耐震化促進事業計画変更届出書（ 様式第２ 号） に変更内容を 証する 書類を 添

えて町長に提出し なければなら ない。  

（ 補助事業の着手）  

第７ 条 補助金の交付決定の通知を 受けた者（ 以下「 交付対象者」 と いう 。 ） は、 当該通

知書を 受け取っ た日から ６ ０ 日以内に補助事業に着手する も のと する 。  

（ 実績報告）  

第８ 条 交付対象者は、 耐震改修工事が完了し たと き は、 速やかに規則第１ ３ 条に規定す

る 補助事業等実績報告書に、 住宅耐震化促進事業完了報告書（ 様式第３ 号） 及び別表５

に掲げる 書類を 添えて町長に提出し なければなら ない。  

（ 補助の実施期間）  

第９ 条 補助の実施期間は、 令和８ 年度から 令和１ ２ 年度ま でと する 。  

（ 補則）  

第１ ０ 条 こ の要綱に定める も ののほか、 必要な事項は別に定める 。  

制定文 抄 

平成３ １ 年４ 月 １ 日から 適用する 。  

  改正文（ 令和２ 年告示第４ ８ 号） 抄 

令和 ２ 年４ 月 １ 日から 適用する 。  

  改正文（ 令和３ 年告示第３ ４ 号） 抄 

令和 ３ 年４ 月 １ 日から 適用する 。  

  改正文（ 令和３ 年告示第３ ８ 号） 抄 



令和 ３ 年４ 月 １ 日から 適用する 。  

  改正文（ 令和４ 年告示第５ ３ 号） 抄 

令和 ４ 年５ 月１ ６ 日から 適用する 。  

  改正文（ 令和５ 年告示第３ ９ 号） 抄 

令和 ５ 年４ 月 １ 日から 適用する 。  

  改正文（ 令和７ 年告示第２ ３ 号） 抄 

令和 ７ 年４ 月 １ 日から 適用する 。  

  改正文（ 令和８ 年告示第２ ９ 号） 抄 

令和 ８ 年４ 月 １ 日から 適用する 。  



別表１ （ 第３ 条関係）  

事業名称 内容 補助金の額（ ※）  

総合耐震改修

事業 

要耐震補強住宅につ

いて、 補強計画の策

定と 耐震改修を 同時

に実施する 事業 

事業に要する 費用（ 耐震補強に係る 工事監理費を 含

み、 耐震補強の対象と なら ない工事費用を 除く 。 ）

に５ 分の４ を 乗じ て得た額と し 、 １ １ ５ 万円を 限度

と する 。  

耐震建替事業 要耐震補強住宅につ

いて、 耐震建替えす

る 事業 

事業に要する 費用のう ち、 耐震改修に要する 費用相

当分（ 補助対象住宅に係る 住宅の用途に供し ている

部分の床面積の合計に、 １ 平方メ ート ル当たり 平成

２ １ 年国土交通省告示第３ ８ ３ 号の表の木造住宅の

壁に係る 耐震改修の項の中欄に定める 額を 乗じ て得

た額を いう 。 ） に５ 分の４ を 乗じ て得た額と し 、 １

０ ０ 万円を 限度と する 。 ま た、 建替え 後の構造が木

造であ り 、 県産出材を １ ０ 立方メ ート ル以上使用す

る 場合は、 １ ０ 万円を 加算（ 以下「 木材加算」 と い

う 。 ） する も のと する 。  

※ 当該額に１ ， ０ ０ ０ 円未満の端数がある と き は、 こ れを 切り 捨てる 。  



別表２ （ 第４ 条関係）  

要
件
䥹
全
て
当
て
は
ま
る
こ
と
䥺 

事業対象住宅 

・ 町内に所在する 個人所有の住宅であ る こ と 。  

・ 賃貸を 目的と し ていないこ と 。  

・ 昭和５ ６ 年５ 月３ １ 日以前に着工し た建築物である こ と 。 ただし 、 昭和５ ６ 年６

月１ 日以降に増改築工事に着工し 、 増築部分の延べ床面積が、 増改築後の延べ床

面積の２ 分の１ 未満のも のは対象と する 。  

・ 木造二階建て以下の一戸建ての住宅（ 店舗等の用途を 兼ねる 住宅のう ち店舗等の

用に供する 部分の床面積が延べ床面積の２ 分の１ 未満のも のを 含む。 ） である こ

と 。  

・ 在来軸組工法、 伝統的構法及び枠組壁工法によ り 建築さ れている こ と 。  

・ 交付申請前に耐震改修及び耐震建替えに係る 建築基準法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ０

１ 号） 第６ 条第１ 項及び第６ 条の２ 第１ 項の規定に基づく 確認申請を 行っ ていな

いこ と 。  

補助対象者 

・ 事業対象住宅の所有者（ 共有を 含む） 又は当該所有者の配偶者並びに３ 親等以内

の親族であっ て、 補助事業完了後に当該住宅に居住する 者又は居住を 予定する 者

である こ と 。  

・ 補助事業にかかる 契約者と なる 者である こ と 。  

・ 国税、 県税及び町税を 滞納し ていないこ と 。  

その他 

・ 補助事業にかかる 契約を 締結し ていないこ と 。  

・ 移転補償に係る 事業の対象になっ ている 場合は、 当該補償の内容が補助事業と 重

複し ていないこ と 。  

 

別表３ （ 第４ 条関係）  

申請する 補助事業 過去の補助対象事業 

総合耐震改修事業 補強計画策定事業ま たは総合耐震改修事業 

耐震建替事業 耐震改修事業ま たは総合耐震改修事業 



別表４ （ 第５ 条関係）  

                     事業名称 

添付書類 

総
合
耐
震
改
修
事
業 

耐
震
建
替
事
業 

①付近見取図 ○ ○ 

②建築時期及び所有者が確認でき る 書類（ 固定資産税家屋評価証

明書又は建築物の登記事項証明書等）  
○ ○ 

③耐震診断結果報告書の写し  ○ ○ 

④工事設計書（ 改修後の総合評価等が明確なも の。 事業対象外の

工事等を 含む場合は、 その区分が明確なも の。 ）  
○ ○ 

⑤平面図・ 立面図  ○ 

⑥工程表 ○ ○ 

⑦事業に要する 費用の見積書（ 補助事業の対象外の工事等を 含む

場合は、 その区分が明確なも の。 ）  
○ ○ 

⑧国税・ 県税の納税証明書又は未納が無いこ と を 証明する も の ○ ○ 

⑨申請者と 事業対象住宅の所有者が同一でない場合は、 それぞれ

の関係が確認でき る も の（ 戸籍謄本等）  
○ ○ 

⑩その他町長が必要と 認める 書類 ○ ○ 

ただし 、 ①、 ②及び⑨は、 事業対象住宅において、 他の補助事業で既に交付申請し て

おり 、 申請時の内容と 変更がない場合は不要と する 。 ③は、 事業対象住宅において、 耐

震診断事業補助金を 交付さ れており 、 同事業が完了し た実績がある 場合は不要と する 。  



別表５ （ 第８ 条関係）  

                     事業名称 

添付書類               

総
合
耐
震
改
修
事
業 

耐
震
建
替
事
業 

①事業に要し た費用の領収書の写し  ○ ○ 

②工事費用の内訳が確認でき る も の ○ ○ 

③契約書の写し  ○ ○ 

④工事状況写真（ 総合耐震改修事業は、 施工箇所ご と の施工前及

び完了後の写真。 耐震建替事業は、 除却前、 除却後及び建替え

後の内容と 撮影さ れた位置が確認でき る も の。 木材加算があ る

場合は上棟後など 木材使用状況が確認でき る 全景写真）  

 

○ 

 

○ 

⑤建替え後の住宅に係る 建築基準法第７ 条第５ 項又は第７ 条の２

第５ 項に規定する 検査済証の写し （ 長期優良住宅の普及の促進

に関する 法律（ 平成２ ０ 年法律第８ ７ 号） 第５ 条第１ 項に規定

する 長期優良住宅建築等計画の認定申請を 行い、 当該認定を 受

けた建築物の場合は、 住宅性能評価書等、 認定申請に基づき 施

行完了し たこ と が確認でき る 書類の写し ）  

 ○ 

⑥県産出材に関する 出荷証明書（ 木材加算がある 場合）   ○ 

⑦その他町長が必要と 認める 書類 ○ ○ 



様式第１ 号（ 第５ 条関係）  

     年   月   日 

 

                    申請者 住  所            

                        氏  名           

                        電話番号 

 

住宅耐震化促進事業計画書 

 

所在地 壬生町 

事業名称 
□ 総合耐震改修事業 

□ 耐震建替事業（ □ 木材加算有）  

建築物の種類 

□ 一戸建住宅 

□ 併用住宅 

住宅以外の用途( □店舗□事務所□その他     )  

住宅建築年月日    年  月  日（ 建築確認   年  月  日）  

住宅の規模  地上   階・ 地下   階 

床面積 

 １ 階      ㎡ 

 ２ 階      ㎡ 

合計      ㎡（ 住宅部分の面積      ㎡）  

耐震診断結果 

 

実施期間    年  月  日 ～   年  月  日 

診断者  

診断結果 総合評価  ０ .      

事業の実施予定期間    年  月  日 ～   年  月  日 

契約予定額 
内訳 

補助対象      円 

補助対象外     円 

合計            円 

耐震改修に要する 費用相当分 

※耐震建替事業のみ記載 
           円 

補助金額 

補助率         ４ ／５  

限度額            円 

交付申請額            円 

補助金の交付申請にあたり 、 町税の納付状況について壬生町の定めによ る 調査を する こ

と に異議はあり ま せん。  



様式第２ 号（ 第６ 条関係）  

  年  月  日 

 

   壬生町長 様 

申請者 住所 

氏名                 

 

住宅耐震化促進事業計画変更届出書 

 

住宅耐震化促進事業計画について 、 下記のと おり 変更し たいので、 壬生町住宅耐震化

促進事業補助金交付要綱第６ 条の規定によ り 届け出し ま す。   

   

記 

 

変更内容 

変 更 前 変 更 後 

  

変更理由 

 

添付書類 

 

 



様式第３ 号（ 第８ 条関係）  

年  月  日 

 

申請者 住  所 

                      氏  名           

                      電話番号 

 

住宅耐震化促進事業完了報告書 

 

１  事業が完了し た事業対象住宅の所在地 

壬生町 

 

２  事業期間 

開 始      年   月   日 

完 了      年   月   日 

 

３  事業費内訳及び補助金額 

事業名称 内容 事業対象費用 事業対象外費用 

 

□総合耐震改修事業 

□耐震建替事業 

（ □木材加算有）  

          円         円 

計       円…① 

 

耐震改修に要する 費用相当分 

※耐震建替事業のみ記載 
      円…② 

補助率        ４ ／５  

①又は②×補助率 

※総合耐震改修事業は①の額、  

   耐震建替事業は①と ②の少ない額 

      円…③ 

限度額       円…④ 

補助金額（ ③と ④の少ない額）           円 

 

４  工事監理者及び工事施工者（ 総合耐震改修事業、 耐震建替事業）  

 氏名ま たは法人名 住所 

監理者   

施工者   

 


